
・・・ 2

・・・ 3

・・・ 4

公　　　示

乗合バスの上限運賃変更認可申請に係る事案の公示について（日立自動車交通　株
式会社）

指定自動車整備事業者の行政処分について

自動車特定整備事業者の行政処分について
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公       示 

事務取扱担当課：自動車交通部旅客第一課 

以上 

 

 

 一般乗合旅客自動車運送事業における運賃の上限変更認可申請があったので、道路運送法施行

規則第５５条の規定に基づき、下記のとおり公示する。 

 

令和８年４月９日 

 

                                    関東運輸局長  藤田 礼子 

 

１．申請事案の概要 

（１）事案番号：２６Ａ０１ 

（２）事案の件名：一般乗合旅客自動車運送事業における運賃の上限変更認可申請 

（３）事案の概要 

   ① 申請年月日：令和８年３月３日 

   ② 申 請 者：日立自動車交通株式会社（東京都足立区綾瀬６－１１－２２） 

③ 適用路線：東京都内の一般路線バス全路線 

   ④ 平均改定率：5.86％ 

⑤ 現行・申請運賃比較表 

（単位：円） 

片道運賃 通勤定期１ヶ月 

現行 申請（上限） 現行 申請（上限） 

 

 210 

 

 230 

 

 9,230 

 

 10,350 

                             

 

 

 

２．意見の聴取について 

本事案に関して、道路運送法第８９条の規定による意見の聴取を行いますので、本事案に利

害関係を有し、意見の聴取を受けようとする者は、この公示の日から１０日以内に、次の（１）

～（４）の事項を記載した意見聴取申請書を関東運輸局自動車交通部旅客第一課まで提出して

下さい。（郵送による場合には、期限当日の消印のあるものは有効とします。） 

（１）意見の聴取を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代

表者の氏名 

（２）事案の件名及び事案番号 

（３）意見の聴取において陳述しようとする者の氏名及び職業又は職名 

（４）意見の聴取における陳述の概要及び利害関係を説明する事項 

 

３．意見の聴取の実施予定日及び場所 

  意見聴取の日時及び場所については、利害関係を有すると認められた者に対して、実施予定

日の１０日前までに別途通知します。 

※申請の運賃は、事業の経営に必要な原価に応じて算出される事業者が収受してもよいとさ

れる運賃の上限額です。実際に事業者が旅客から収受する運賃は上限の範囲内で別に定め

られることとなります。 
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公 示

道路運送車両法第９４条の８第１項及び同法第９４条の４第４項の規定に基づき、

指定自動車整備事業者及び自動車検査員に対し、下記のとおり処分を実施する。

記

１．事業者の氏名又は名称及び住所

株式会社 佐渡屋

代表取締役 神谷 勇蔵

山梨県中央市若宮４６番地６号

２．事業場の名称、所在地、認証番号及び指定番号

タイガー車検エル・パドック

山梨県南アルプス市藤田２５８１番１

認証番号 第８－１１４９号

指定番号 関東指第８－３１９号

３．処分の内容

（１）保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の交付停止命令

停止期間 令和８年３月３１日 から

令和８年８月１７日 まで １４０日間

（２）自動車検査員の解任命令

解任年月日 令和８年３月３１日

教習修了番号 第５１４６４号

４．処分の理由

道路運送車両法第９４条の５第１項、同法第９４条の５第４項及び同法第９４

条の６第１項の規定違反

令和８年３月３１日

関東運輸局長 藤田 礼子

- 3 -



公 示

道路運送車両法第９３条の規定に基づき、自動車特定整備事業者に対し、下記のと

おり処分を実施する。

記

１．事業者の氏名又は名称及び住所

関東いすゞ自動車株式会社

代表取締役 田中 隆夫

群馬県高崎市宮原町１番地２１

２．事業場の名称、所在地、認証番号

関東いすゞ自動車株式会社 所沢・三芳支店

埼玉県入間郡三芳町竹間沢東５番地１

認証番号 第４－２００５号

３．処分の内容

（１）自動車特定整備事業の事業の停止命令

停止期間 令和８年３月３１日 から

令和８年５月９日 まで ４０日間

４．処分の理由

道路運送車両法第９０条、同法第９１条第１項、同法第９１条第２項、同法第

９１条第３項、同法第９１条の３、同法第９９条の２及び同法第１００条第２

項の規定違反

令和８年３月３０日

関東運輸局長 藤田 礼子
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